
別紙１ 
 

計算書類に対する注記（法人全体用） 

 
１．継続事業の前提に関する注記 

該当なし。 
 
２．重要な会計方針 
（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

該当なし。 
（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 

該当なし。 
（３）固定資産の減価償却の方法 

・有形固定資産－定額法 
・無形固定資産－定額法 
・リース資産－該当なし 

（４）引当金の計上基準 
・退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 
・賞与引当金 

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を

計上している。 
・徴収不能引当金 

該当なし。 
（５）リース取引の処理方法 

該当なし。 
 
３．重要な会計方針の変更。 

該当なし。 
 
４．法人で採用する退職給付制度 

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付

費用」の科目で費用処理している。 
静岡県社会福祉事業共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は「退職給付引当資産」

の科目で資産に計上している。 
 
  



５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 
(1)法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式） 
(2)事業区分内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式） 

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。 
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三

号第三様式） 
(4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第

三様式） 
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。 

(5)収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第

三様式） 
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。 

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容 
ア 本部拠点（社会福祉事業） 

「本部」 
イ いずみ保育園拠点（社会福祉事業） 

「いずみ保育園」 
ウ いずみ第二保育園拠点（社会福祉事業） 

「いずみ第二保育園」 
エ いずみ第三保育園拠点（社会福祉事業） 

「いずみ第三保育園」 
オ シオンの家拠点（社会福祉事業） 

「シオンの家」 
 
６．基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 
           （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 
土地 45,519,000 0 0 45,519,000 
建物 401,815,798 3,021,700 29,249,619 375,587,879 

合計 447,334,798 3,021,700 29,249,619 421,106,879 
 
７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

該当なし。 
 
  



８．担保に供している資産 
担保に供されている資産は以下のとおりである。 

土地（基本財産） 14,150,000 円 
建物（基本財産） 302,910,454 円 
土地 10,500,000 円 
   計 327,560,454 円 

 
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 58,880,000 円 
          計 58,880,000 円 

 
９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 
           （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 
土地（基本財産） 45,519,000 0 45,519,000 
建物（基本財産） 773,079,511 397,491,632 375,587,879 
土地 58,990,000 0 58,990,000 
建物 9,796,490 8,315,027 1,481,463 
構築物 70,933,197 63,880,078 7,053,119 
機械及び装置 173,250 173,249 1 
車輌運搬具 12,531,445 12,039,541 491,904 
器具及び備品 91,699,904 78,961,486 12,738,418 
有形リース資産 0 0 0 

合計 1,062,722,797 560,861,013 501,861,784 
 
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし。 
 
１１．関連当事者との取引の内容 

該当なし。 
 
１２．重要な偶発債務 

該当なし。 
 
１３．重要な後発事象 

該当なし。 
 
  



１４．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 
該当なし。 

 
１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項 
該当なし。 

 



別紙２ 

 

計算書類に対する注記（本部拠点区分用） 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（３）固定資産の減価償却の方法 
該当なし。 

（４）引当金の計上基準 
該当なし。 

（５）リース取引の処理方法 
該当なし。 

 
２．重要な会計方針の変更。 

該当なし。 
 
３．採用する退職給付制度 

該当なし。 
 
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 
(1)拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） 
(2)拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。 
(3)拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。 

 
５．基本財産の増減の内容及び金額 

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 
           （単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 
土地 7,400,000 0 0 7,400,000 

合計 7,400,000 0 0 7,400,000 
 
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

該当なし。 
 
  



７．担保に供している資産 
担保に供されている資産は以下のとおりである。 

土地（基本財産） 7,400,000 円 
   計 7,400,000 円 

上記の資産はいずみ保育園拠点の債務の担保に供されている。 
 
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 
           （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 
土地（基本財産） 7,400,000 0 7,400,000 

合計 7,400,000 0 7,400,000 
 
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

該当なし。 
 
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし。 
 
１１．重要な後発事象 

該当なし。 
 
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項 
該当なし。 

 



別紙２ 

 

計算書類に対する注記（いずみ保育園拠点区分用） 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（３）固定資産の減価償却の方法 
・有形固定資産－定額法 
・無形固定資産－定額法 
・リース資産－該当なし 

（４）引当金の計上基準 
・退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 
・賞与引当金 

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を

計上している。 
・徴収不能引当金 

該当なし。 
（５）リース取引の処理方法 

該当なし。 
 
２．重要な会計方針の変更。 

該当なし。 
 
３．採用する退職給付制度 

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び静岡県社会福祉事業

共済会の退職共済制度によっている。 
 
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 
・拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） 
・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。 
・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。 

 
  



５．基本財産の増減の内容及び金額 
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

           （単位：円） 
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地 38,119,000 0 0 38,119,000 
建物 65,619,906 0 3,811,660 61,808,246 

合計 103,738,906 0 3,811,660 99,927,246 
 
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

該当なし。 
 
７．担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 
土地（基本財産） 6,750,000 円 

建物（基本財産） 61,808,246 円 

土地 10,500,000 円 
   計 79,058,246 円 

 
また、本部拠点より以下の資産がいずみ保育園拠点の債務の担保に供されている。 

土地（基本財産） 7,400,000 円 
   計 7,400,000 円 

 
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む） 7,860,000 円 
          計 7,860,000 円 

 
  



８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 

           （単位：円） 
 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 
土地（基本財産） 38,119,000 0 38,119,000 

建物（基本財産） 154,123,814 92,315,568 61,808,246 

土地 58,990,000 0 58,990,000 

建物 7,045,500 5,564,041 1,481,459 

構築物 21,004,994 19,530,059 1,474,935 

機械及び装置 0 0 0 
車輌運搬具 0 0 0 
器具及び備品 22,501,028 20,410,087 2,090,941 

有形リース資産 0 0 0 
合計 301,784,336 137,819,755 163,964,581 

 
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

該当なし。 
 
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし。 
 
１１．重要な後発事象 

該当なし。 
 
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項 
該当なし。 

 



別紙２ 

 

計算書類に対する注記（いずみ第二保育園拠点区分用） 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（３）固定資産の減価償却の方法 
・有形固定資産－定額法 
・無形固定資産－定額法 
・リース資産－該当なし 

（４）引当金の計上基準 
・退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 
・賞与引当金 

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を

計上している。 
・徴収不能引当金 

該当なし。 
（５）リース取引の処理方法 

該当なし。 
 
２．重要な会計方針の変更。 

該当なし。 
 
３．採用する退職給付制度 

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び静岡県社会福祉事業

共済会の退職共済制度によっている。 
 
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 
・拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） 
・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。 
・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。 

 
  



５．基本財産の増減の内容及び金額 
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

           （単位：円） 
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

建物 164,076,273 0 10,790,788 153,285,485 
合計 164,076,273 0 10,790,788 153,285,485 

 
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

該当なし。 
 
７．担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 
建物（基本財産） 153,285,485 円 

   計 153,285,485 円 

 
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）  
          計 27,370,000 円 

 
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 
           （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 
土地（基本財産） 0 0 0 

建物（基本財産） 261,172,069 107,886,584 153,285,485 

土地 0 0 0 

建物 835,010 835,008 2 

構築物 27,931,600 23,350,263 4,581,337 

機械及び装置 173,250 173,249 1 
車輌運搬具 0 0 0 
器具及び備品 28,406,516 25,100,602 3,305,914 

有形リース資産 0 0 0 
合計 318,518,445 157,345,706 161,172,739 

 
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

該当なし。 
 
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし。 
 



１１．重要な後発事象 
該当なし。 

 
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項 
該当なし。 

 



別紙２ 

 

計算書類に対する注記（いずみ第三保育園拠点区分用） 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（３）固定資産の減価償却の方法 
・有形固定資産－定額法 
・無形固定資産－定額法 
・リース資産－該当なし 

（４）引当金の計上基準 
・退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 
・賞与引当金 

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を

計上している。 
・徴収不能引当金 

該当なし。 
（５）リース取引の処理方法 

該当なし。 
 
２．重要な会計方針の変更。 

該当なし。 
 
３．採用する退職給付制度 

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び静岡県社会福祉事業

共済会の退職共済制度によっている。 
 
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 
・拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） 
・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。 
・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。 

 
  



５．基本財産の増減の内容及び金額 
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

           （単位：円） 
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

建物 164,301,132 3,021,700 13,693,196 153,629,636 
合計 164,301,132 3,021,700 13,693,196 153,629,636 

 
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

該当なし。 
 
７．担保に供している資産 

担保に供されている資産は以下のとおりである。 
建物（基本財産） 87,816,723 円 

   計 87,816,723 円 

 
担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。 

設備資金借入金（１年以内返済予定額を含む）  
          計 23,650,000 円 

 
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 
           （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 
土地（基本財産） 0 0 0 

建物（基本財産） 317,465,508 163,835,872 153,629,636 

土地 0 0 0 

建物 0 0 0 

構築物 18,060,540 17,589,915 470,625 

機械及び装置 0 0 0 
車輌運搬具 3,035,200 2,543,299 491,901 
器具及び備品 34,704,034 29,719,603 4,984,431 

有形リース資産 0 0 0 
合計 373,265,282 213,688,689 159,576,593 

 
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

該当なし。 
 
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし。 
 



１１．重要な後発事象 
該当なし。 

 
１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項 
該当なし。 

 



別紙２ 

 

計算書類に対する注記（シオンの家拠点区分用） 

 

１．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法 
該当なし。 

（３）固定資産の減価償却の方法 
・有形固定資産－定額法 
・無形固定資産－定額法 
・リース資産－該当なし 

（４）引当金の計上基準 
・退職給付引当金 

職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。 
・賞与引当金 

職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を

計上している。 
・徴収不能引当金 

該当なし。 
（５）リース取引の処理方法 

該当なし。 
 
２．重要な会計方針の変更。 

該当なし。 
 
３．採用する退職給付制度 

退職給付制度は、福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度、及び静岡県社会福祉事業

共済会の退職共済制度によっている。 
 
４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分 

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。 
・拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） 
・拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑪））は省略している。 
・拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））は省略している。 

 
  



５．基本財産の増減の内容及び金額 
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 

           （単位：円） 
基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

建物 7,818,487 0 953,975 6,864,512 
合計 7,818,487 0 953,975 6,864,512 

 
６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

該当なし。 
 
７．担保に供している資産 

該当なし。 
 
８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 
           （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 
土地（基本財産） 0 0 0 

建物（基本財産） 40,318,120 33,453,608 6,864,512 

土地 0 0 0 

建物 1,915,980 1,915,978 2 

構築物 3,936,063 3,409,841 526,222 

機械及び装置 0 0 0 
車輌運搬具 9,496,245 9,496,242 3 
器具及び備品 6,088,326 3,731,194 2,357,132 

有形リース資産 0 0 0 
合計 61,754,734 52,006,863 9,747,871 

 
９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

該当なし。 
 
１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

該当なし。 
 
１１．重要な後発事象 

該当なし。 
 
  



１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明ら

かにするために必要な事項 
該当なし。 

 


